
閣

内
閣
衆
質
1
　
七
四
第
二
五
二
号

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

衆

議

院

議

長

　

横

路

　

孝

弘

　

殿

内

閣

総

理

大

臣

　

鳩

山

　

由

紀

夫

衆
議
院
議
員
山
内
康
1
　
君
提
出
国
家
公
務
員
の
退
職
勧
告
･
天
下
り
斡
旋
に
関
す
る
質
問
に
対
し
､

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
｡



衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
国
家
公
務
員
の
退
職
勧
告
･
天
下
り
斡
旋
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
喜

一
の
1
､
2
及
び
4
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
､
平
成
二
十
1
年
九
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
お
け
る
　
｢
公
務
員
が
天
下
り
を
せ
ず
定
年
ま
で
勤
務
で
き
る

環
境
を
整
備
す
る
な
ど
公
務
員
制
度
改
革
を
速
や
か
に
実
廃
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
｣
と
の
内
閣
総
理
大
臣
の
発

言
等
を
踏
ま
え
､
今
後
'
早
期
退
職
勧
奨
の
取
扱
い
を
含
め
､
定
年
ま
で
勤
務
で
き
T
Q
環
境
等
の
整
鳳
の
具
体
的
な
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
｡

一
の
3
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
　
｢
転
職
勧
奨
｣
　
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
本
府
省
の
課
長
･
企
画
官
相
当
職
以

上
　
(
地
方
支
分
部
局
に
お
け
る
本
府
省
の
課
長
･
企
画
官
相
当
職
以
上
を
含
む
｡
ー
以
下
同
じ
｡
)
　
で
あ
っ
た
者
で
､
平
成
二

十
一
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
'
退
職
勧
奨
(
人
事
の
刷
新
'
行
政
能
率
の
維

持
･
向
上
を
図
る
等
の
た
め
'
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
職
員
本
人
の
自
発
的
な
退
職
意
思
を
形
成

し

上

う

よ

う

さ
せ
る
た
め
の
事
実
上
の
悠
漁
行
為
で
あ
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
悠
漁
を
受
け
て
退
職
し
た
場
合
､
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

施
行
令
　
(
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
)
　
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
記
録
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い



ぅ
｡
以
下
同
じ
｡
)
を
受
け
て
退
職
し
た
も
の
が
所
属
し
て
い
た
府
省
等
ご
と
に
'
そ
れ
ぞ
れ
①
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
年
月

日
､
②
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
時
点
で
の
官
職
､
③
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
､
一
敗
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
七
は
､

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
ま
で
に
国
家
公
務
員
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
又

は
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
就
職
先
,
e
届
出
を
行
い
､
再
就
職
し
た
場
合
に
､
特
別

職
の
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
､
再
就
職
を
行
い
､
各
府
省
等
に
扱
い
て
再
就
職
状
況
を
公
表
し
た
場
合
又
は

公
表
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
､
そ
の
再
就
職
先
及
び
④
退
職
勧
奨
に
際
し
特
別
な
条
件
を
提
示
し
た
場
合
は
そ
の
内
容
を
　
｣

示
す
と
'
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

な
お
､
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
､
退
職
勧
奨
が
拒
否
さ
れ
た
事
例
は
存
在
し
な
い
｡
ま
た
､
社
会
保
険
庁
を
退
職
し
た

者
に
つ
い
て
は
'
同
庁
の
廃
止
に
伴
う
分
限
免
職
を
回
避
す
る
た
め
に
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

内
閣
官
房

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
日
　
②
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官

①
平
成
二
十
二
年
1
月
七
日
　
②
内
閣
官
房
副
長
官
補

①
平
成
二
十
二
年
一
月
七
日
　
②
内
閣
法
制
局
長
官



人
事
院

①
平
成
二
十
二
年
1
月
八
日
　
②
事
務
総
長

①
平
成
二
十
二
年
1
月
八
日
　
②
職
員
福
祉
局
長

警
察
庁

①
平
成
二
十
1
年
十
1
月
四
日

①
平
成
二
十
一
年
十
1
月
四
日

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日

①
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

①
平
成
二
十
二
年
1
月
二
十
七
日

①
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

総
務
省

②
警
察
庁
生
活
安
全
局
長

②
警
察
庁
交
通
局
長

②
警
視
総
監

②
警
察
大
学
校
附
属
警
察
情
報
通
信
学
校
長

②
関
東
管
区
警
察
局
茨
城
県
情
報
通
信
部
長

②
中
部
管
区
警
察
局
情
報
通
信
部
長

①
平
成
二
十
二
年
丁
月
十
三
日
　
②
総
務
事
務
次
官

法
務
省



●

①
平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
　
②
熊
谷
区
検
察
庁
副
検
事

①
平
成
二
十
1
年
十
月
十
四
日
　
②
秋
田
地
方
検
察
庁
検
事
正
　
③
弁
儀
士
法
人
ペ
ガ
サ
ス

①
平
成
二
十
一
年
十
月
十
五
日
　
②
徳
島
地
方
傾
察
庁
検
事
正
　
③
岡
崎
公
証
人
合
同
役
場

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
　
②
京
都
区
検
察
庁
副
検
事

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
七
日
　
②
佐
賀
区
検
廃
庁
副
検
事

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
七
日
　
②
中
部
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
七
日
　
②
近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
四
日
　
②
福
岡
高
等
検
察
庁
検
事
長

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
　
②
神
戸
地
方
検
察
庁
検
事
正

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
　
②
奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
二
十
八
日
　
②
高
知
地
方
検
察
庁
検
事
正

①
平
成
二
十
二
年
一
月
五
日
　
②
新
潟
地
方
検
察
庁
検
事
正

①
平
成
二
十
二
年
一
月
六
日
　
②
前
橋
地
方
検
察
庁
検
事
正



外
務
省

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
二
十
1
日
　
②
大
臣
官
房
会
計
課
長

文
部
科
学
省

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
　
②
大
臣
官
房
付

①
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
　
②
大
臣
官
房
付

厚
生
労
働
省

①
平
成
二
十
1
年
十
1
耳
三
十
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
九
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日

②
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
次
長

②
神
奈
川
社
会
保
険
事
務
局
次
長
　
③
神
奈
川
県
医
療
従
事
者
健
康
保
険
組
合

②
福
岡
社
会
保
険
事
務
局
次
長
　
③
福
岡
県
国
民
年
金
基
金

②
宮
城
社
会
保
険
事
務
局
次
長

②
東
京
社
会
保
険
事
務
局
運
営
部
長

②
神
奈
川
社
会
保
険
事
務
局
長

②
社
会
保
険
庁
総
務
部
総
務
課
社
会
保
険
監
察
室
長



①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
1
月

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
1
日

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
1
日

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
1
日

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
一
日

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
1
日

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
1
日

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
十
五
日

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

②
社
会
保
険
庁
総
務
部
職
員
課
長
　
③
東
京
実
業
健
康
保
険
組
合

②
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
副
所
長

②
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
記
録
管
理
部
長
　
③
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

②
宮
城
社
会
保
険
事
務
局
長
　
③
財
団
法
人
船
員
保
険
会

②
福
島
社
会
保
険
事
務
局
長

②
東
京
社
会
保
険
事
務
局
総
務
部
長

②
岐
阜
社
会
保
険
事
務
局
長

②
社
会
保
険
庁
長
官

②
愛
知
社
会
保
険
事
務
局
次
長

農
林
水
産
省

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
三
十
1
日
　
②
生
産
局
付

国
土
交
通
省

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
二
十
1
日
　
②
観
光
庁
長
官



ノ
　
防
衛
省

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

②
中
央
即
応
集
団
司
令
官
　
③
三
菱
商
事
株
式
会
社

②
警
務
隊
長

②
陸
上
自
衛
隊
中
央
業
務
支
援
隊
長
兼
市
ヶ
谷
駐
屯
地
司
令

②
陸
上
自
衛
隊
高
射
学
校
長
兼
下
志
津
駐
屯
地
司
令
　
③
日
本
工
機
株
式
会
社

②
陸
上
自
衛
隊
通
信
学
校
長
兼
久
里
浜
駐
屯
地
司
令
　
③
富
士
通
株
式
会
社

②
陸
上
自
衛
隊
小
平
学
校
副
校
長
　
③
東
京
三
八
五
流
通
株
式
会
社

②
陸
上
自
衛
隊
化
学
学
校
長
兼
大
宮
駐
屯
地
司
令
　
③
帝
国
繊
維
株
式
会
社

①
平
成
二
十
一
年
十
月
五
日
　
②
海
上
自
衛
隊
警
務
隊
司
令
　
④
一
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任
　
(
退
職
手
当
等
に
は
反
映

さ
れ
な
い
｡
以
下
同
じ
｡
)

①
平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日
　
②
航
空
医
学
実
験
隊
司
令
　
③
全
国
ワ
ク
チ
ン
株
式
会
社

①
平
成
二
十
1
年
十
月
十
三
月
　
②
航
空
自
衛
隊
幹
部
学
校
副
校
長

①
平
成
二
十
1
年
十
月
十
九
日
　
②
防
衛
研
究
所
研
究
部
第
四
研
究
室
長
　
③
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
　
④



1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
甥
十
九
日
　
②
航
空
教
育
隊
副
司
令
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日
　
②
航
空
自
衛
隊
幹
部
学
校
主
任
教
官
　
③
株
式
会
社
日
本
航
空
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

④
一
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
月
十
九
日
　
②
航
空
自
衛
隊
幹
部
学
校
研
究
部
長
　
③
日
本
ビ
ク
タ
ー
株
式
会
社
　
④
1
階
級
上
位

の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
月
十
九
日
　
②
航
空
自
衛
隊
補
給
本
部
監
察
官
　
③
株
式
会
社
ド
ッ
ド
ゥ
エ
ル
　
ビ
ー
･
エ
ム
･
エ

ス
　
④
一
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
一
日
　
②
海
上
自
衛
隊
第
一
術
科
学
校
長
　
③
ダ
イ
キ
ン
工
業
株
式
会
社

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
　
②
防
衛
大
学
校
教
授
　
④
一
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
　
②
統
合
幕
僚
学
校
教
育
課
長
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
　
②
札
幌
駐
屯
地
業
務
隊
長
　
③
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
　
④
一
階
級
上
位

の
階
級
に
昇
任



①
平
成
二
十
丁
年
十
1
月
四
日
　
②
帯
広
駐
屯
地
業
務
隊
長
　
③
株
式
会
社
デ
ー
タ
･
キ
ー
ピ
ン
グ
･
サ
ー
ビ
ス
　
④
1

階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
　
②
霞
ケ
浦
駐
屯
地
業
務
隊
長
　
③
修
親
刊
行
事
務
局
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
　
②
西
部
方
面
後
方
支
援
隊
副
隊
長
　
③
ニ
ッ
ポ
ー
物
流
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
　
④
一
階

級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
1
月
四
日
　
②
北
熊
本
駐
屯
地
業
務
隊
長
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
　
②
陸
上
自
衛
隊
幹
部
学
校
主
任
教
官
　
③
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
株
式
会
社
　
④
一

階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
　
②
陸
上
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
学
校
副
校
長
兼
企
画
室
長
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇

任

①
平
成
二
十
1
年
十
一
月
四
日
　
②
陸
上
自
衛
隊
通
信
学
校
副
校
長
兼
企
画
室
長
　
③
株
式
会
社
東
芝
　
④
1
階
級
上
位

の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
1
月
四
日
　
②
陸
上
自
衛
隊
武
器
学
校
副
校
長
兼
企
画
室
長
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任



①
平
成
二
十
1
年
十
1
月
四
日
　
②
陸
上
自
衛
隊
東
北
補
給
処
総
務
部
長
　
③
三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
　
④

一
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
丁
月
四
日
　
②
陸
上
自
衛
隊
関
東
補
給
処
松
戸
支
処
長
　
③
株
式
会
社
メ
ル
コ
-
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
7
月
四
日
　
②
自
衛
艦
隊
司
令
部
幕
僚
長

①
平
成
二
十
一
年
十
7
月
四
日
　
②
鹿
屋
航
空
基
地
隊
司
令
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
一
年
十
1
月
四
日
　
②
海
洋
業
務
群
司
令
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

①
平
成
二
十
l
年
十
1
月
四
日
　
②
徳
島
教
育
航
空
群
司
令
　
③
原
子
九
安
全
･
保
安
院
　
④
1
階
級
上
位
の
階
級
に
昇

任
①
平
成
二
十
l
年
十
1
月
四
日
　
②
海
上
自
衛
隊
幹
部
学
校
教
育
部
長
　
③
学
校
法
人
海
陽
学
園
　
④
1
階
級
上
位
の
階

級
に
昇
任

①
平
成
二
十
1
年
十
一
月
四
日
　
②
自
衛
隊
指
揮
通
信
シ
ス
テ
ム
隊
司
令
　
③
株
式
会
社
日
立
製
作
所
　
④
1
階
級
上
位

の
階
級
に
昇
任



①
平
成
二
十
一
年
十
一
ノ
月
四
日
　
②
近
畿
中
部
防
衛
局
調
達
部
次
長
　
④
一
階
級
上
位
の
階
級
に
昇
任

会
計
検
査
院

①
平
成
二
十
1
年
十
月
三
十
日
　
②
事
務
総
局
次
長

ま
た
､
特
定
地
方
警
務
官
　
(
警
視
正
以
上
の
階
級
に
あ
る
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
　
(
以
下
　
｢
地
方
警
務
官
｣
　
と
い
う
｡

)
　
の
う
ち
､
そ
の
属
す
る
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
巡
査
の
階
級
か
ら
順
次
警
視
の
階
級
ま
で
昇
任
し
､
引
き
続
き
地
方
警

務
官
と
な
っ
た
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
'
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
1
項
の
特
定
地
方
警
務
官
で
国
家
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
定
め
る
規
則
　
(
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
)
　
で
定
め
る
者
を
い
′
う
｡
)

に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
　
②
福
岡
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
長

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
　
②
京
都
府
警
察
本
部
総
務
部
長

①
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
　
②
京
都
府
警
察
本
部
交
通
部
長

①
平
成
二
十
1
年
十
二
月
二
十
三
日
　
②
京
都
府
五
条
警
察
署
長

①
平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日
　
②
警
視
庁
交
通
部
長



①
平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
1
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
1
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
1
月
十
二
日

①
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日

①
平
成
二
十
二
年
1
月
二
十
7
日

①
平
成
二
十
二
年
1
月
二
十
1
日

②
警
視
庁
地
域
部
長

②
警
視
庁
公
安
部
参
事
官

②
警
視
庁
警
察
学
校
長

②
警
視
庁
麻
布
警
察
署
長

②
警
視
庁
赤
坂
警
察
署
長

②
警
視
庁
新
宿
瞥
察
署
長

②
警
視
庁
小
松
川
警
療
署
長

②
千
葉
県
警
察
本
部
総
務
部
長

②
千
葉
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
長

②
千
葉
県
警
察
本
部
交
通
部
長

な
お
､
本
府
省
の
課
長
･
企
画
官
相
当
職
以
上
の
者
で
あ
っ
て
､
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月

十
二
日
ま
で
の
間
に
退
職
勧
奨
を
受
け
､
同
日
ま
で
に
退
職
し
て
い
な
い
も
の
及
び
本
府
省
の
課
長
･
企
画
官
相
当
職
未
満

(
地
方
支
分
部
局
に
お
け
る
本
府
省
の
課
長
･
企
画
官
相
当
職
未
満
を
含
む
｡
)
　
の
者
で
あ
っ
て
､
平
成
二
十
一
年
九
月
十



六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
ま
で
の
間
に
退
職
勧
奨
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
'
当
該
職
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
係
る
事
柄
で
あ
り
､
ま
た
､
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
､
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
､
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
年
月
日
､
退
職
勧
奨
を
行
っ
た
時
点
で
の
官
職
及
び
再
就
職
先
を
お
答
え
す
る
こ

と
は
差
し
控
え
た
い
｡

二
の
I
 
l
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
｢
N
P
O
法
人
の
行
う
天
下
り
の
斡
旋
｣
の
意
味
す
る
と
こ
左
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
国
家
公
務

員
法
第
百
六
条
の
二
に
規
定
す
る
再
就
職
あ
っ
せ
ん
の
規
制
は
､
1
般
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
職
員
が
営
利
企
業
等
に
対

し
て
当
該
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
他
の
職
員
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
(

以
下
｢
役
職
員
｣
･
と
い
う
｡
)
　
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
提
供
や
地
位
の
要
求
等
の
行
為
を
禁
止
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
国
家
公
務
員
法
等
の
二
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
国
家

公
務
員
法
に
お
い
て
,
も
同
様
で
あ
る
｡

二
の
2
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
に
規
定
す
る
調
査
の
手
続
を
経
て
同
法
第
百
六
条
の
二
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
事
実
が
明
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